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(１) 次のような広告物は、許可を受けずに表示することができます。（禁止物件に表示

する場合も同様です。）

・ 道路標識など法令の規定により表示する広告物

・ 国、地方公共団体が公共的目的をもって自己の庁舎等に表示する広告物又は自己の

管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物（その他の広告物については、

事前に届出が必要）

・ 公共的目的をもった法人（知事が指定）が公共的目的をもって当該施設等に表示す

る広告物又は自己の管理する土地に管理上の必要に基づき表示する広告物（その他

の広告物については、事前に届出が必要）

・ 公職選挙法による選挙運動のために表示する広告物

・ 公益上必要な施設に寄贈したものの氏名、名称などを表示し、表示面積、表示箇所

等が基準に適合する広告物 

・ 天災地変など緊急やむを得ない場合に表示する広告物 

・ 自家用の広告物（自己の住所に、氏名、名称、店名、商標、自己の営業等の内容を

表示するもの）で表示面積が、1 事業所あたり 10 ㎡以下のもの（禁止物件にあって

は、石垣、よう壁、送電塔、送受信塔及び照明塔、煙突、ガスタンク及び水道タン

ク、景観重要建造物に表示するものに限り表示でき、その場合２㎡以下のもの） 

・ 自己の管理する土地などに表示する２㎡以下の管理用の広告物（禁止物件にあって

は、石垣、よう壁、送電塔、送受信塔及び照明塔、煙突、ガスタンク及び水道タン

ク、景観重要建造物に表示するものに限る） 

(２) 次のような広告物は、許可を受けずに表示することができます。 

・ 工事現場の板塀等の仮囲いに表示する絵画等 

・ 冠婚葬祭又は祭礼等のため一時的に表示する広告物 

・ 講演会、音楽会等のため会場の敷地内に表示する広告物 

・ 人、動物、車両等に表示する広告物 

・ 地方公共団体が設置した掲示板に貼るはり紙で、表示面積が 1 ㎡以下、かつ表示期

間が1ヶ月以内のもの 

・ 表示面積が0.25㎡以下のはり紙で、第2種及び第3種市街地景観地区に表示するもの 

〔自家用広告物で適用除外となる例〕 

社会生活を営むうえで最低限必要な広告物については、一定の基準内で規制の対

象から除外しています。（条例第７条）適 用 除 外 

〇

〇

屋〇 〇 屋

〇〇ケーキ 

〇
〇
銀
行

〇 〇 銀 行 

〇
〇
銀

行

①３㎡

②６㎡

③０．２㎡ 

①

② 適用除外

③

①２０㎡

②６㎡

③８㎡

１事業所あたり 10 ㎡まで適用除外となるため、②か、③

のいずれか一方が適用除外となる。他の広告物は、許可

申請が必要。
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※自家用広告物・公共目的広告物の許可基準（特別地域除く。）です。 

１.建植広告物等

建植広告物（野立て広告物）…土地に建植するもの 

・ 広 告 物 の 大 き さ…最大投影面積が10～30㎡以下であること。 

・ 広告物相互間距離…0.2ｍ以上であること。 

・ 交 差 点 規 制…踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミ

ラーからそれぞれ10ｍ以上離れた場所に設置すること。（自

家用広告物を除く。） 

〔広告物の大きさ〕 

〔交差点規制〕 

アーチ広告物 

・広告物最上端の高さは地上から 3～20ｍ

以下であること。 

・最大投影面積は10～30㎡以下であること。 

・踏切、信号機、主要な交差点の角、道路

標識及びカーブミラーからそれぞれ 10

ｍ以上離れた場所に設置されるものであ

ること。 

・国道、県道、幅員８ｍ以上の市町村道上

に設置されるものではないこと。 

広告物の種別及び広告物を表示・設置する地域・場所の区分ごとに、異なる許可の基準となります。

（条例第６条第 2 項） 同手引Ｐ６・７参照 

種 類 別 

基 準 

広

告

建 植 

広 告 
い わ て 

最大投影面積10～30㎡以下 

合計10～30㎡以下

広 告

道 路

3～20ｍ以下 
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２.建築物利用広告物

屋上広告物…建築物の屋上に建植するもの 

広告物の高さ…屋上面からの高さが地上から屋上面までの高さの 

1/3～2/3以下であること。 

地上から広告物の上端までの高さは、15～51ｍ以下であること。 

 

 

 

 

 

 

広告板（壁面広告物） 

・ 広 告 物 の 大 き さ …表示面積は、10～300㎡以下であること。 

（商業地域内特定大規模集客施設に係るものにあっては、

  400㎡以下であること。） 

・ 広告物相互間の距離…0.2ｍ以上であること。 

・ 各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た当該建築物利用広告物に

係る建築物の投影面積の100分の15～30以下であること。 

広告 

地上から15～51ｍ以下 

①自然景観地区  15m以下 

②農山漁村景観地区 21m以下 

③第1種市街地景観地区 21m以下

④第2種市街地景観地区 48m以下

⑤第3種市街地景観地区 51m以下

屋上面からの高さが地上から

屋上面までの高さ 

（建 植） 

（耐火、耐震構造） 

12ｍ 

7.5ｍ

（第2種市街地景観地区の場合） 

建築物利用広告物 

・表示面積≦50㎡（1広告物あたり） 

・各表示面における投影面積が、建築物の 

投影面積の100分25以下 

計算例 壁面積＝12×7.5＝90㎡の場合 

 ：表示面積(A)＝15≦50㎡

 ：表示面積(B)＝ 5≦50㎡

 ：投影面積＝15(A)+5(B)＝20≦22.5㎡  

（投影面積限度＝90×25/100＝22.5㎡）

地上から 

設置位置までの高さ 

1/3以下（①、②、③） 

2/3以下（④、⑤） 
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そで看板(突出広告物) 

・ 広 告 物 の 大 き さ …各表示面における投影面積が当該表示面の表示方向から見た

当該建築物利用広告物に係る建築物の投影面積の100分の15

～30以下であること。 

・ 広 告 物 の 出 幅…建物その他の工作物等からの出幅は、２ｍ以下であること。 

３.簡易広告物

広告幕、広告旗、のぼり 

・ 広告幕等の幅…1.5ｍ以下であること。 

・ 道路を横断する広告幕にあっては、踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及び

カーブミラーからそれぞれ10ｍ以上離れた場所に設置されるものであること。 

アドバルーン 

・ 気球の高さ…係留場所から50ｍ以下であること。 

・ 電線、煙突その他の施設等に接触するおそれのないものであること。 

50ｍ以下

〇
〇
バ
ー
ゲ
ン

〇
〇
バ
ー
ゲ
ン

〇
〇
ビ
ル

2ｍ以下

1.5ｍ以下 

の
ぼ
り

の
ぼ
り

1.5ｍ以下
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電柱巻付広告物、電柱そで看板 

◎ 電柱巻付広告物 

・上下の長さは、1.5ｍ以下であること。 

・広告物の最下端の高さは、1.2ｍ以上であること。 

◎ 電柱そで看板 

・上下の長さは、1.2ｍ以下であること。 

・電柱からの出幅は、0.5ｍ以下であること。（ただし、電柱等の保守管理上必要な 

足場部分を除くことができるものとする。） 

・同一の電柱等に同一種類のものを２個以上設置しないこと。 

◎ 電柱巻付広告物、電柱そで看板共通 

・踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標識及びカーブミラーからそれぞれ10 

ｍ以上離れた場所に設置されるものであること。 

〔電柱巻付広告物〕 

(歩車道の区分がある場合) (歩車道の区分がない場合) 

〔電柱そで看板〕 

広

告

1.5ｍ以下 

1.2ｍ以上 

２枚を針金で留めている

場合は、２個の広告物であ

ること。

0.5ｍ以下

1.2ｍ以下 

0.5ｍ以下

1.2ｍ以下 

歩 道車 道 車 道 

広

告

広

告
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はり紙等 

広告物の種類 基準面積 高さ基準 備 考 

はり紙 2.0㎡以下 ― 相互間距離制限あり 

はり札 0.2㎡以下 ― 相互間距離制限あり 

立看板 2.0㎡以下 3ｍ以下 交差点規制あり 

※表示面積が 0.25 ㎡以下のはり紙は、同一種類のはり紙は周囲１メートル以上離すこ

とを条件に、第2種及び第3種市街地景観地区において許可を受けないで表示できます。 

広告柱(置広告物) 

・最大投影面積は２㎡以下であること。 

・高さは３ｍ以下であること。 

・踏切、信号機、主要な交差点の角、道路標

識及びカーブミラーからそれぞれ 10ｍ以

上離れた場所に設置されるものであるこ

と。 

広告 

広

告
安定した

構 造

３ｍ以下 

【参考】 いわてデジタルマップで、岩手県屋外広告物規制区域図、用途地域（レイヤ名：都市地域２）を

閲覧することができます。
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１．広告物の設置許可等申請窓口   (平成23年４月現在) 
機 関 名 住所／電話番号／ＦＡＸ番号 管轄 

土木部 管理課 
〒020-0023 盛岡市内丸11-1 
TEL 019-629-6656／FAX 019-652-6924 

紫波郡、岩手郡（雫石町、
滝沢村） 
※盛岡市は盛岡市景観政策推進事務局へ 盛岡広域

振興局 
土木部 岩手土木セン
ター 管理用地課 

〒028-4307 岩手郡岩手町大字五日市９-48 
TEL 0195-62-2888／FAX 0195-62-6066 

八幡平市・岩手郡（葛巻
町、岩手町） 

土木部 管理課 
〒023-0053 奥州市水沢区大手町1-2 
TEL 0197-22-2881／FAX 0197-51-1405 

奥州市・胆沢郡 

土木部 花巻土木セン
ター 管理課 

〒025-0075 花巻市花城町1-41 
TEL 0198-22-4971／FAX 0198-22-5929 

花巻市 

土木部 遠野土木セン
ター 管理用地課 

〒028-0525 遠野市六日町1-22 
TEL 0198-62-9938／FAX 0198-63-1088 

遠野市 

土木部 北上土木セン
ター 管理課 

〒024-8520 北上市芳町2-8 
TEL 0197-65-2738／FAX 0197-63-8378 

北上市・和賀郡 

土木部 一関土木セン
ター 管理課 

〒021-8503 一関市竹山町7-5 
TEL 0191-26-1418／FAX 0191-26-1425 

一関市のうち平成 17 年９
月 19 日における一関市及
び西磐井郡花泉町 
《平泉町は平泉町建設水道
課へ》 

県南広域
振興局 

土木部 千厩土木セン
ター 管理課 

〒029-0803 一関市千厩町千厩字北方85-2 
TEL 0191-52-4971／FAX 0191-51-1041 

一関市のうち平成 17 年９
月 19 日における東磐井郡
の区域・東磐井郡 

土木部 大船渡土木セ
ンター 管理課 

〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 
TEL 0192-27-9919／FAX 0192-27-3225 

大船渡市・陸前高田市・気
仙郡 

土木部 管理課 
〒026-0043 釜石市新町6-50 
TEL 0193-25-2708／FAX 0193-21-1106 

釜石市・上閉伊郡 

土木部 宮古土木セン
ター 管理課 

〒027-0072 宮古市五月町1-20 
TEL 0193-64-2221／FAX 0193-71-1239 

宮古市・下閉伊郡（岩泉町、
田野畑村及び普代村を除
く） 

沿岸広域
振興局 

土木部 岩泉土木セン
ター 管理課 

〒027-0501 岩泉町岩泉字松橋24-3 
TEL 0194-22-3116／FAX 0194-22-5222 

下閉伊郡のうち岩泉町及び
田野畑村 

土木部 管理課 
〒028-8042 久慈市八日町1-1 
TEL 0194-53-4990／FAX 0194-61-1123 

久慈市・下閉伊郡のうち普
代村・九戸郡（軽米町及び
九戸村を除く） 県北広域

振興局 
土木部 二戸土木セン
ター 管理課 

〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 
TEL 0195-23-9209／FAX 0195-22-1084 

二戸市・九戸郡のうち軽米
町及び九戸村・二戸郡 

※盛岡市、平泉町内で屋外広告物の設置許可を受けようとする場合は、同市町の条例に基づき、同市町へ許可申

請を行うこととなります。 

２．屋外広告業の登録、講習会等の問い合わせ窓口 

岩手県県土整備部都市計画課 ０１９－６２９－５８９２（直通） 

屋外広告物についての相談や許可申請の手続きは、以下の窓口で行っています。

お気軽にお問い合わせください。




